
Step.4
・	「＃ながよらいふ」
・	「＃ながよフォトコン2022」
・	撮影場所
・	コメント（任意）を入力し投稿

Step.3
長与町の魅力が伝わ
る写真を撮影（令和4
年4月以降に撮影した
ものであればOK）

募集テーマ
　「	いいね♥	“ながよらいふ”	」
　長与町の魅了が伝わる写真をお待ちしています♪
応募資格	 募集期間
　どなたでも応募可能です。	 　令和4年12月9日㊎まで
入選作品の選定
主催者による厳正な審査により選定します。

Step.2
長与町の公式
アカウントを
フォロー

募集対象店舗
①食のブース
　	新鮮な農水産物をはじめ、加工品(製造加工品・
現場調理品)については手作りのお店とし、安心安
全な食を提供している店舗

②雑貨のブース
　手作り雑貨、こだわりの雑貨を提供している店舗
③あそびのブース
　ワークショップなどの体験を提供している店舗

出店料
１区画(間口３ｍ×奥行き３ｍ)2,000円と抽選会賞
品500円相当を２つ以上

出店設備
出店に伴う必要な備品(テント、机、発電機など)は
各出店者で準備。

申込締切	11月30日㊌必着

応
募
方
法

賞
グランプリ	 1名／	賞品	 10,000円相当
準グランプリ	 2名／	賞品	 5,000円相当
ラッキーチャンス賞（抽選）	5名／	賞品	 2,000円相当

応募規約など詳しくはこちら

▲

詳しくはこちら

▲

第10回長与シーサイドマルシェ	～海辺の市場～	
出店者募集！

申�・問 	長与シーサイドマルシェ実行委員会事務局
　　　（産業振興課内）	☎883-1111
時���令和５年３月19日㊐　10時～15時（小雨決行）
　	※中止の場合、当日朝に出店者へ個別にメール通知
　	※	コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中止

になる可能性があります。
所���長与シーサイドパーク（岡郷614番地10）
　（長崎バス「中和田」バス停下車すぐ。前回と同会場）

「食・雑貨」
が勢ぞろい
じゃ♥

新しい生活様式を
取り入れたスタイルで
開催するよ♥

長与町公式 Instagram
フォトコンテスト

ながよフォトコン
2022

長与町の魅力が伝わる
素敵な写真を募集します！

Step.1
Instagramを
インストールし
てアカウント
を作成
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社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が発送されます 
～年末調整・確定申告まで大切に保管を～

年金
だより

ねんきん加入者ダイヤル　☎0570-003-004（ナビダイヤル）問

●今年の１月１日～12月31日までに納付した国民年金保
険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社
会保険料控除の対象です。

●日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」が発送されます。年末調整や確定申告の際には、この
控除証明書（または領収証書）を必ず添付してください。

消費者
注意報 海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルの急増！

〇新型コロナの影響で商品が売れず支援して欲しい
と電話で言われて海産物を購入したが、届いた商
品は金額に見合わないものだった。
〇高齢の母親が電話で海産物を勧められて断ったが、
代引き配達で商品が届き、代金を支払って受け取っ
てしまった。

相談事例

　全国的に海産物の電話勧誘や商品送り付けのトラ
ブルが増加しています。
　相談事例では、新型コロナの影響で収入が減って
困っているなどと言って消費者の親切心や同情心に
つけ込む勧誘の他「買って貰わないと困る」などの強
引な勧誘もあり、電話勧誘を断ったにもかかわらず後
日商品が届くなど、送り付けの事例もあっています。

 消費者へのアドバイス
○少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
○商品を受け取る前に送り主を確認しましょう。
○一方的に送られた荷物は「受け取り拒否」しましょう。
○注文していない商品を受け取った場合は、直ちに処分
できます。
○代金請求されても支払う義務はありません。

☆困ったときは長与町役場相談窓口または
　長崎県消費生活センターへご相談ください。
長与町消費生活相談窓口 ☎883-1111
長崎県消費生活センター ☎824-0999

●「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」の再発行（１週間程度で送付）に
ついては、本人の基礎年金番号のわか
る物をご準備のうえ、ご連絡ください。
　　なお、控除証明書の再発行や照会
は、長崎南年金事務所でも行っていま
す。詳しくはお尋ねください。

問 再発行について
長崎南年金事務所　☎825-8701
健康保険課年金係　☎801-5821

《控除証明書発送時期の目安》
国民年金保険料を
９月30日までに納付された方…11月上旬
10月１日以降に今年初めて納付された方…来年２月上旬

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」などを活用しながら、高
齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」としています。この機会に、「ねんき
んネット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について
考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご
自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録から様々な条件を設定した
うえで、年金見込額の試算をすることもできます。

詳しくは「日本年金
機構ホームページ」
をご覧ください。

《11月30日㊌（いいみらい）は「年金の日」です》
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